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子ども預かり事業
問い合わせ先
こども課332‐7028

あなた
の

　保護者が用事で保育できないとき、休息したい
ときなどに預かります（日曜・祝日を除く)。
○利用条件　原則週３回、月12回まで
○料　　金

※申し込みは事前に各保育園（所）へ

　日曜・祝日に保護者が用事や仕事で保育できな
いときに預かります。
○料　　金　１日 2,200 円（弁当要）
※申し込みは事前に各保育園（所）へ

　午後７時まで時間を延長して預かります。
○料　　金　１日200円

（ただし、月16回目以降の利用分は無料）

　保護者が仕事などのため家庭で子どもを見ることがで
きないときに、市内28カ所の保育園（所）では、通常の
保育以外にも一時預かりや休日保育、延長保育など乳幼
児を預かり、保育しています。各保育園（所）の特別保
育を気軽に利用してください。

　保育園（所）・小学校（低学年）に通ってい
る子どもで、病気や感染症の回復期に入ったも
のの、まだ登園・登校ができないときに一時的
に預かります。
○ところ　こどもデイケアルーム「さくら」

(二宮2137-10、河原内科・松尾小児
科クリニック内328-5570）

○と　き　午前９時～午後５時（土曜日は午後
４時まで）

※日曜・祝日、年末年始、小児科休診日は休み

○料金　１日2,000円（食費400円別途要）
※こども課または「さくら」に事前登録が必要
 （過去に利用した人も毎年度登録は必要）

すべての保育園（所）で実施しています
障害児保育
　　障害のある乳幼児を預かります。
地域活動
　地域の高齢者や保育園（所）に通っていな
い乳幼児などとのふれあい事業、子育て講座
などを行っています。

　育児相談、育児情報の提供、行事などを通じた
親子交流事業などを行っています。

保育園（所）の特別保育

病児・病後児保育事業

地域子育て支援センター

休日保育

一時保育

延長保育

○市、市民、市民団体、事業者の皆さんが、そ
れぞれの役割を担い、密接に連携しながら、
協力して行うこと
○地域の安全は地域で守るという基本認識のも
とに、市民など皆さんの自主的な活動を尊重
すること
○次代を担う青少年が、健全に成長していくこ
とができる環境づくりに努めること
○子ども、高齢者などが、安心して暮らすこと
ができる健全な地域社会の構築に努めること

○市民が平穏で安心して暮らせる犯罪のないま
ちづくりを、市、市民、市民団体、事業者が
協力してみんなで進めることを明らかにした
条例です

○この条例は、皆さんの権利を制限したり義務
を課したりするものではなく、犯罪のないま
ちづくりを継続的・効果的に推進するうえで
「よりどころ」となるものです

犯罪のない安全で安心して暮らすことができるまち

４月１日

○自主的な活動を推進するとともに、
　自らの安全の確保に努める
○市や関係行政機関などが実施する
　施策に協力する

○社会的責任を自覚し、活動に積極
　的に取り組む
○市や関係行政機関などが実施する
　施策に協力する

○自主的な活動を企画し、推進する
○市や関係行政機関などが実施する
　施策に協力する

○啓発活動、情報提供、環境整備
　そのほか必要な施策を実施する
○関係行政機関などと緊密に連携する
○市民などが行う自主的な犯罪防止
　活動に対し、必要な支援を行う

問い合わせ先　危機管理課332-2042

◉市内保育園（所）の特別保育実施状況

～みんなでつくろう　安全・安心のまち　つやま～

条例の基本的な考え方は犯罪のない津山・まちづくり条例とは
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